第1回申込みをされた方と
今回第1・2回を併せて
申し込む方とで
申込書が異なります。

令和７年１月２８日に発生した八潮市道路陥没事故に係る
[bookmark: _Hlk213922035]増加した電気代等の補償申込書（第１・２回）※第１回分を今回併せて申し込む方用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込日　令和　年　月　日
埼玉県下水道事業管理者
　別紙の書類を添えて、以下のとおり申し込みます。

[bookmark: _Hlk206157834]１　申込者の情報
【世帯の方】【個人事業主の方】＊は事業所の申込みをする場合のみ記入(注)個人事業主の方へ
自宅が事業所を兼ねる場合、世帯または事業所のどちらか一方として申し込んでください。事業所として申し込む場合は＊欄にもご記入ください。
自宅と事業所が異なり、どちらも対象となる場合は、別々に申込みが必要です。



（現住所が
　対象範囲外の場合）　　　

	自宅現住所

電話番号
	〒対象範囲内に居住していた時の住所
〒



TEL

	代表者氏名
	
	フリガナ
	

	事業所名＊
	（屋号がない場合は「なし」と記入）

	事業所住所＊
	〒




【法人の方】※１事業所ごとに申し込んでください。
	法人所在地
	〒

	電話
番号
	TEL

	法人名
	

	代表者職名
	
	代表者
氏名
	
	フリ
ガナ
	

	事業所名
	
	事業所住所
	〒



※連絡窓口となる担当者様がいらっしゃいましたらご記入ください。
	所属
	
	電話番号
	TEL

	担当者氏名
	
	フリガナ
	


Word版注）チェックボックスはクリックで切り替わります。

２　世帯における居住の状況（世帯の方のみ）
　R5.12.27から申込日までの間（ただし、その間に転入・転出した世帯については、その間のうち対象範囲に居住していた期間のみ）における、世帯の居住状況をご記入ください。
　○居 住 者：期間中、１日でも居住していた方について、全員分（申込者含む）ご記入ください。
　○居住期間：期間中、居住した期間について、該当箇所へのチェック（✓）及び記入をお願いします。
[bookmark: _Hlk205926782]　　　　　　　居住期間が複数に分かれる場合、２期目以降は備考欄にご記入ください。記入例


	居住者
	居住期間
	備考R5.12.27より前から居住し
ている場合は、R5.12.27の
日付を記入してください。


	氏名
（申込者及び申込者と姓が同じ方は、名のみで結構です）
	生年月日

	R5.12.27から
申込日までの間、
継続して居住
（該当なら✓）
	左記以外の場合
	

	
	
	
	居住期間の初めと終わりの日付を記入
	

	太郎
	S60.1.1
		
	～
	
	申込日（この例ではR8.1.9）現在
で居住している場合は、申込日の
日付を記入してください。


	花子
	H1.3.3
	☐	[bookmark: _Hlk205924676]R5.12.27
	～
	R7.3.31
	

	埼玉　次郎
	S25.5.5
	☐	R7.3.1
	～
	R8.1.9
	

	
	
	☐	
	～
	
	

	
	
	☐	
	～
	
	

	
	
	☐	
	～
	
	

	
	
	☐	
	～
	
	

	
	
	☐	
	～
	
	

	
	
	☐	
	～
	
	

	
	
	☐	
	～
	
	

	
	
	☐	
	～
	
	


３　電気料金に関する確認事項
　電気料金の請求月ごとに、該当箇所へのチェック（✓）をお願いします。なお、「使用期間」とは、各請求月に対する電力の使用期間のことで、料金明細に「ご使用期間」「ご利用期間」等の名目で記載されています。
　※ 複数月分が合算されて請求されている場合、合算前の本来の請求月でお考えください。

【Ｒ７年】※右のいずれかに
　該当する場合は、
　明細の提出は不要です
（月ごとにご判断ください）

　　　　　　　　　　　　　　①「使用期間」の全部が、Ｒ７年１月２８日以前
　　　　　　　　　　　　　　② 対象範囲内に居住・所在していないため、請求料金がない
　　　　　　　　　　　　　　③ 補償額が生じない等とご自身で判断され、算定を求めない

	
	明細の提出
	明細の提出「なし」の理由

	1月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐①に該当　☐②に該当　☐③に該当　

	2月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐①に該当　☐②に該当　☐③に該当　

	3月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐①に該当　☐②に該当　☐③に該当　

	4月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	5月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	6月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	7月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	8月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	9月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	10月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	11月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	12月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　



【Ｒ６年】
　Ｒ７年との比較のため、Ｒ６年同月請求分の明細もご提出ください。※右のいずれかに
　該当する場合は、
　明細の提出は不要です
（月ごとにご判断ください）

　　　　　　　　　　　　　　② 対象範囲内に居住・所在していないため、請求料金がない
　　　　　　　　　　　　　　④ Ｒ７年同月請求分が、①～③のいずれかに該当する
　　　　　　　　　　　　　　⑤ Ｒ６年とＲ７年の同月請求分の「使用期間」同士で、一部でも
                               世帯人数が異なる
　　　                          例　R6.5月請求分の「使用期間」：R6.3.25～R6.4.24  この期間、世帯人数3人
　　　                          　　R7.5月請求分の「使用期間」：R7.3.24～R7.4.24  R7.4.3に1人増加


	
	明細の提出
	明細の提出「なし」の理由

	1月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	2月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	3月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	4月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	5月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	6月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	7月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	8月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	9月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	10月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	11月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	12月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　


４　ガス料金に関する確認事項
　ガス乾燥機などのガス機器により臭気対策を行った場合は、３（電気料金）と同様、請求月ごとに、該当箇所へのチェック（✓）をお願いします。該当のない方は５へお進みください。
＜使用した機器＞
（１種類で結構です。写真の添付をお願いします。なお、現物を確認させていただく場合があります。）

　機器名　　　　　　　　（例　ガス乾燥機等） メーカー　　　　　　　　　型番　　　　　　　　　　　

【Ｒ７年】※右のいずれかに
　該当する場合は、
　明細の提出は不要です
（月ごとにご判断ください）

　　　　　　　　　　　　　　①「使用期間」の全部が、Ｒ７年１月２８日以前
　　　　　　　　　　　　　　② 対象範囲内に居住・所在していないため、請求料金がない
　　　　　　　　　　　　　　③ 補償額が生じない等とご自身で判断され、算定を求めない

	
	明細の提出
	明細の提出「なし」の理由

	1月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐①に該当　☐②に該当　☐③に該当　

	2月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐①に該当　☐②に該当　☐③に該当　

	3月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐①に該当　☐②に該当　☐③に該当　

	4月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	5月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	6月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	7月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	8月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	9月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	10月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	11月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　

	12月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	　　　　　　☐②に該当　☐③に該当　



【Ｒ６年】
　Ｒ７年との比較のため、Ｒ６年同月請求分の明細もご提出ください。※右のいずれかに
　該当する場合は、
　明細の提出は不要です
（月ごとにご判断ください）

　　　　　　　　　　　　　　② 対象範囲内に居住・所在していないため、請求料金がない
　　　　　　　　　　　　　　④ Ｒ７年同月請求分が、①～③のいずれかに該当する
　　　　　　　　　　　　　　⑤ Ｒ６年とＲ７年の同月請求分の「使用期間」同士で、一部でも
                               世帯人数が異なる
　　　                          例　R6.5月請求分の「使用期間」：R6.3.25～R6.4.24  この期間、世帯人数3人
　　　                          　　R7.5月請求分の「使用期間」：R7.3.24～R7.4.24  R7.4.3に1人増加

	
	明細の提出
	明細の提出「なし」の理由

	1月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	2月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	3月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	4月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	5月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	6月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	7月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	8月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	9月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	10月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	11月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　

	12月請求分
	☐あり ☐なし ☐後日提出予定
	☐②に該当　☐④に該当　☐⑤に該当　


５　添付書類
　該当箇所へのチェック（✓）をお願いします。
[bookmark: _Hlk215229828]　☐　３及び４で明細の提出を「する」に✓を入れた、各月の料金明細の写し
　　　（紙の明細の写し、ウェブサービスからダウンロードした明細のコピーなど）
　　　※請求月（○月分）、使用期間、料金の内訳が記載されていることをご確認ください。

[bookmark: _Hlk205926920][bookmark: _Hlk205927552]　☐　（世帯及び個人事業主の方）申込者の本人確認書類のコピー又は写真
　　　例：運転免許証、マイナンバーカード(＊)、健康保険証など、氏名・生年月日・現住所がわかるもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　    ＊マイナンバーが印字されている面は添付しないでください。
　☐　（ガス代を申し込む場合）４に記入した機器の写真

　☐　（この申込みのために過去の明細の発行を行ったことで手数料が生じた場合）
　　　手数料を支払ったことが分かる資料
　　　※手数料の取扱いは会社により異なるため、ご不明点がございましたら近隣住民専用ダイヤル又は窓口担当者へご相談ください。

[bookmark: _Hlk205927163]　☐　振込口座登録依頼書（八潮市道路陥没事故に係る補償申込みにおいて既に提出済みの場合は不要）


６　承諾事項
[bookmark: _Hlk205989545]　内容をご確認の上、チェック（✓）により承諾をお願いします。

　☐　申込者に対しこの申込書に係る補償決定通知が送付されたことをもって、この申込書に係る補償の契約が締結されたものとすることを承諾します。

　☐　この申込書に係る補償の契約を締結した後は、令和７年１月から１２月までを請求月とする電気
　　代及びガス代に係る補償について、この契約に基づくもののほか一切請求をしないものとします（別の事業所に関するもの及び事業所とは別に申し込む世帯に関するものを除く。）。

[bookmark: _Hlk205927198]　☐　この申込書に係る補償の契約に関し申込者と第三者との間で問題が生じた場合は、申込者がその責任と負担において解決するものとします。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
